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① 卒業後、日本で働くための在留資格について

日本で働くための「就労可能な在留資格」及び

「就職活動するための在留資格」の取得申請方法

② 日本での就職活動について

スケジュールと準備

③ 東京外国人雇用サービスセンターの利用について

外国人留学生に対する就職支援の内容



◎留学生の卒業後は・・・

１．帰国

２．就職できる「在留資格」に変更（就職内定）

３．進学のため在留資格を更新（上位校等へ進学）

４．特定活動（継続就職活動）の申請

継続して就職活動を行う場合は
特定活動（継続就職活動）の在留資格に変更
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在留資格 該当例

外交 外国政府の大使，公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家，画家，作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者，カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者，管理者等

法律・会計業務 弁護士，公認会計士等

医療 医師，歯科医師，看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校，中学校等の語学教師等

技術・人文知識・
国際業務

機械工学等の技術者等，通訳，デザイナー，語
学講師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優，歌手，プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師，スポーツ指導者等

特定技能（注１） 特定産業分野（注２）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子

永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者，我が国で
出生し引き続き在留している実子

定住者 日系３世，外国人配偶者の連れ子等

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客，会議参加者等

留学 大学，専門学校，日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者，子

就労が認められない在留資格（※）

※ 資格外活動許可を受けた場合は，一定の範囲内で就労が認められる。
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入管法上の在留資格

Tokyo Employment  Service Center for Foreigners ７

（注1）平成31年４月1日より 、（注2）介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関係産業，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食
料品製造業，外食業（平成30年12月25日閣議決定）。 令和4年4月1日より、「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」（現行の製造３分野）を統合
し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」（新分野）とする。（令和４年４月２６日閣議決定）



技術・人文知識の業務
理学，工学その他の自然科学の分野若しくは

法律学，経済学，社会学その他の人文科学の

分野に属する技術若しくは知識を要する業務

・機械工学等の技術者、システムエンジニア等
のエンジニア 建築設計、システム管理など

・企画、営業、経理、財務、人事、法務などの
事務職

在留資格：技術・人文知識・国際業務

国際業務の業務
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

翻訳、通訳、英会話学校などの語学教師、
広報、デザイン、海外取引、商品開発、

服飾若しくは室内装飾のデザインなどの業務
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実務経験
10年以上

OR

その知識を得るために
大学または専門士の取得出来る
専修学校を出ていること

OR
実務経験
３年以上

大卒者が翻訳・通訳または語学の指導に従事
する場合は除く
大卒であれば実務経験は要らない！

・86.3%の留学生がこの在留資格で変更許可されています

・45.3%の留学生が２０万円から２５万円未満の月額報酬で許可されています

・51.6％の留学生の就職先企業が東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県にあります

「令和4年における留学生の日本企業等への就職状況について」（出入国管理庁 令和5年12月発表）
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在留資格
技術・人文知識・
国際業務

特定活動本邦大学等卒業者
（特定活動４６号）

特定技能
（1号）

特定技能
（２号）

目的 就労 就労
就労

（単純労働含む
12分野）

就労
（熟練技能の
11分野）

在留期限/
家族滞在

・制限なし
・更新可 ・あり

・制限なし・更新可
・あり

・最長５年
・更新不可（帰国）

・なし

・制限なし
・更新可
・あり

日本語能力
・ビジネスレベル
・Ｎ２～Ｎ１

・Ｎ１orＢＪＴ４８０点以上

・要証明書
・挨拶レベル ・Ｎ４～Ｎ３
・要証明書 ※１号のみ必要

学歴要件

・国内外の短大卒業
以上

（アソシエート以上）

・日本の専門学校卒業
（専門士）

≪日本の≫
・大学卒業者（学士）

・大学院修了者（修士/博士）

・短期大学、高等専門学校卒業者
（（独）大学改革支援・学位授与機構が
行う審査に合格し、学士の学位のある
者）

・認定専修学校専門課程の学科*修了者
（高度専門士の称号を得た者）

＊文科省認定の「外国人留学生キャリア形成
促進プログラム」の認定学科

入管HP【留学生の就職支援に係る「特定活動」についてのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ参
照】

不問

給料要件 ・日本人と同等以上 ・日本人と同等以上 ・日本人と同等以上

採用方法と
管理要件

・国内、海外どちらも
可能

・直接採用、紹介会社等

・国内、海外どちらも可能
・直接採用、紹介会社等

・国内、海外どちらも可能
・直接採用、紹介会社等
・支援計画の立案と実施必須

仕事内容
・専門性/母国語を活かし
た職務

・専門性を活かした仕事
・母国語を使用しない職務も可

１２分野の業務
介護をのぞく11分野の熟
練した技能

転職・転籍 可 可 可



◎就職できる在留資格を取得するには

① 母国や日本などで短期大学卒業以上の学歴
または日本で専門士がもらえる専門学校卒業

であること

② 学校で専攻した専門的知識・技術を発揮

できる職種で働くこと

③ 報酬等の待遇が同じ仕事に従事する日本人と
同等以上の条件で雇用されること

④ 内定した会社に安定性があり、雇用期間に

継続性があり、②が活かせる職場があること
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就職先企業のカテゴリー
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カテゴリー１
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 日本又は外国の国/地方公共団体
④ 国・地方公共団体認可の公益法人（特例民法法人）

カテゴリー２

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表によ
り1,000万円以上の団体・個人

カテゴリー３

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提
出された団体・個人 （カテゴリー２を除く）

カテゴリー４

１～３に該当しない団体・個人

超
大
企
業

中
小
企
業

大
企
業

新
設
企
業



◎就職できる在留資格の取得手順

① 就職の内定を得ること

② 「本人が」在留資格の変更申請を行うこと

（住所を管轄する出入国在留管理局）

③ 留学先の学校を卒業すること

④ 出入国在留管理庁から就労可能な在留資格の許可を得ること

2025年4月1日以降の申請許可手数料 窓口 6000円

オンライン 5500円

※申請から数か月かかる手続きなので、４月就職の場合、
東京出入国在留管理局では前年の１２月初めから受付を開始してます。
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在留資格変更許可申請書1通
写真1枚（縦4cm×横3cm）

パスポートおよび在留カード（提示）

カテゴリー1

●四季報の写ま
たは日本の証券取
引所に上場してい
ることを証明する

文書

●一定の条件を満
たす企業等である
ことを証明する文

書

カテゴリー2

●前年分の職員の給
与所得源泉徴収票等
の法定調書合計表

●在留申請オンライ
ンシステムの利用申
し出の承認を受けて
いることを証明する

文書

カテゴリー3

●前年分の職員の給与所得の
源泉徴収票の法定調書合計表

●労働契約書

●学歴や職歴を証明する資料

●登記事項証明書

●日本語学校修了見込書

●勤務先の沿革、役員、組織、
事業内容等が詳細に記載され

た案内書
●直近の年度の決算文書の写

し

カテゴリー4

●カテゴリー3と同じ
＋

●事業所等の開設届出書
の写し1通

●直近3ヶ月分の給与所
得・退職所得等の所得税
徴収高計算書（領収印の
あるもの）もしくは納期
の特例を受けている場合
は承認を受けていること
を明らかにする資料1通

必須

全カテゴリー：採用理由書があるとよい（任意）



平成３０年 令和元（１）年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（２０１８年） （２０１９年） （２０２０年） （２０２１年） （２０２２年） （２０２３年）

留学生数 337,000 345,791 280,901 207,830 300,638 340,883

申請数 30,924 38,711 34,183 31,955 35,363 42,786

許可数 25,942 30,947 29,689 28,974 33,415 41,400

不許可数 4,982 7,764 4,494 2,981 1,948 1,386

不許可率
16.1%

20.1%
13.1% 9.3%

5.5% 3.2%

「令和５年における留学生の日本企業等への就職状況について」（出入国管理庁 令和７年３月発表）
※留学生数は法務省発表令和５年度末参照

留学生からの就職目的の処分数等の推移
（単位 人）

■留学生の就職状況について
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就職活動を行ったが大学等を卒業時点で就職が決まら
ず、引き続き日本で就職を希望する場合は、在留資格
「特定活動（継続就職活動）」の変更申請を行うこと
ができます。

① 在留期間は６か月

② １回に限り更新可能 ⇒ 最長１２ヶ月

③ 就労できない在留資格であるが、アルバイト就労の希望が

ある場合は再度資格外活動許可の申請が必要
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◎特定活動（継続就職活動）

※この資格には大学の「推薦状」が必要です。大学に問い合わせてみてください



在留資格「変更」までの日数（平均）
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出入国在留管理庁ホームページより引用

在留資格：技術・人文知識・国際業務

変更までに時間がかかるので内定をもらったらすぐに
人事担当者に書類作成を依頼しましょう

令和7年2月データ

処分（告知）までの日数

39.9日



日本での就職活動について
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就職活動の基本スケジュール

２０２６年３月卒業・修了予定者（大学４年生・大学院/短期大学/専修学校２年生）の
広報活動は２０２５年 ３月１日に開始、採用選考活動は６月１日に開始されています。
正式な内定日時は卒業・修了年度の１０月１日以降になります。

７月～２月 ３月～ ４月～ ６月～ １０月～ １２月～
インターンシップ 会社説明会 ＨＷ 採用選考活動 内定式 在留資格変更
参加 求人公開 筆記試験、面接 申請開始

採用選考活動※２

HW求人公開

■春休み ■夏休み

大学３年生・大学院/短期大学/専修学校１年生 大学４年生・大学院/短期大学/専修学校２年生

※１ 広報活動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動
※２ 採用選考活動：採用のための実質的な選考を行う活動。採用のために「参加」が必要となる活動

広報活動※１

Kick off

■夏休み

文部科学省 就職・採用活動日程ルールによる



学部3年生・修士1年生 学部4年生・修士2年生

就
職
・
採
用
活
動
の
動
き

各
自
の
準
備

10月 1月 2月12月 3月11月9月8月7月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 3月

夏
イ
ン
タ
I
ン
シ
ッ
プ

就職活動準備開始 就職活動開始

秋
冬
イ
ン
タ
I
ン
シ
ッ
プ

春
イ
ン
タ
I
ン
シ
ッ
プ

自己分析

企業選定・研究

筆記試験対策

ES・履歴書

面接対策

採用活動開始 内定

H
W
合
同
就
職
面
接
会

特定
活動
準備
？

書類選考
筆記試験

中小企業
個別企業説明会選考

面
接

合同
個別
企業
説明会

H
W
合
同
就
職
面
接
会
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就職活動の基本ステップ

内
定

本選考
筆記試験

面接
自己理解

業界研究
職種研究
企業研究

エントリー
説明会参加
応募書類作成
筆記試験
面接練習

① ② ③ ④

在留資格
変更申請
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東京外国人雇用サービスセンター

• 在留資格についての相談
• 日本で就職を希望する外国人留学生の相談・紹介
• 各種セミナーの実施
（履歴書の書き方・志望動機と自己PR・面接練習など）

★登録が必要
もちもの

1 在留カード
2 学生証
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＜最寄駅＞
○JR中央線四ツ谷駅下車徒歩約1分

○丸の内線四ツ谷駅下車徒歩約3分

○南北線四ツ谷駅下車 徒歩約1分

開 庁 日 月曜～金曜（土日祝休み）
開庁時間 ９時～１７時
Ｔ Ｅ Ｌ :    03-5361-8722(直通）

ＵＲＬ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
foreigner/

高度外国人材の方

〇 職員・相談員 ３０名

〇 外国人雇用管理アドバイザー

（入管アドバイザー常時2名配置）

〇 通訳（英語、中国語）

利用対象

組織体制

① 専門的・技術的分野等の在留資格の方
② 日本国内の企業への就職を希望する外国人留学生

大学3.4年生、大学院1.2年生
のみ利用可能
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受付 相談ブース

求人検索ブース



東京外国人雇用サービスセンターの支援メニューについて

Tokyo Employment  Service Center for Foreigners 6

就職支援
（職業相談・職業紹介）

就職活動や転職に関する相談、求人情報の提供、応募書類の書き方、面
接指導、求人への応募・紹介など

外国人が応募しやすい求人をピックアップし、紙媒体で提供
※オンライン職業相談は、個別支援対象者を中心に予約制により実施

就職支援セミナー
就職活動における基礎を学ぶ「就活ビギナー応援セミナー」及び応募書類
の作成や面接対策を行う「就活ステップアップセミナー」を毎月開催

就職面接会
外国人採用予定企業による大卒等の外国人留学生対象の「合同就職面
接会」（令和６年度は、６月・1２月の２回実施予定）や１社ごとの「ミニ面接
会」を令和６年度は毎月開催予定

インターンシップの実施
大学、短大、大学院のすべての学年を対象としたインターンシップを実施
（令和６年度は、夏期、春期の２回を計画）

大学等に対する支援 大学や専門学校等を訪問しての「出張相談」や「就職ガイダンス」の実施

雇用管理に関する

相談・援助

外国人の採用手続き、雇用管理（在留資格の変更、入社後の雇用管理
など）に関する助言・指導

高度外国人材の雇入れ支援



令和６年６月２８日（金） 新宿NSビル 地下１階イベントホールにて開催

当日の開催状況 （ ）は、令和５年６月２８日開催状況

応募留学生の状況（国籍別上位）

応募留学生の状況（学歴別）

学校種別 応募者数 割合

大学院 ６９ ７．５％

大学 ２５７ ２８．０％

短大 １０ １．１％

専門学校 ５３２ ５８．０％

母国大卒等 ４９ ５．３％

国名 応募者数 割合

ベトナム ３０７ ３３．５％

中国 ２９５ ３２．２％

ネパール １１１ １２．１％

バングラデシュ ３９ ４．３％

ミャンマー ２５ ２．７％

台湾 ２１ ２．３％

モンゴル １９ ２．１％

韓国 １７ １．９％

その他 ８３ ９．１％

居住地 応募者数 割合

東京都 ５２１ ５６．８％

千葉県 ８５ ９．３％

神奈川県 １５０ １６．４％

埼玉県 １２４ １３．５％

その他 ３７ ４．０％

応募留学生の状況（居住地上位）

応募者数 面接件数 内定件数

９１７人（９０８
人）

２，２６８件（２，４
２６件）

９８件（１５５
件）

Tokyo Employment  Service Center for Foreigners

求人企業数 求人件数 求人数

９９社（９４社）
１３８件（１２３

件）
４９０人（４５２

人）

求人の主な職種
総合職、サービス職、専門職 など
うち専門学校生応募可 86件
うち日本語Ｎ１レベル以外応募可 94件
うち既卒者３年以内応募可 118件

６月開催 外国人留学生大卒等合同就職面接会の開催状況



６月開催 外国人留学生大卒等合同就職面接会の開催状況【２】

会場入口看板 受付をする留学生 面接待ちの留学生

面接待ちの留学生 面接会場全景

Tokyo Employment  Service Center for ForeignersTokyo Employment  Service Center for Foreigners

会場案内図



令和7年6月25日（水）
外国人留学生のための
合同就職面接会
開催決定
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卒業年次（大学院2年生、学部4年生）の
留学生が参加できます。
詳しくは東京外国人雇用サービスセンター
ホームページにて



おつかれさまでした
センターにて
お待ちしています
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